
《 は じ め に》

2023（ 令和５ ） 年11月20日，「 金融商品取引

法等の一部を 改正する 法律」（ 令和５ 年法律第

79号。 以下「 改正法」 と いう 。） が成立し た。

こ れによ り ， 2024（ 令和６ ） 年４ 月１ 日より ，

金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止さ

れ， 四半期開示制度は証券取引所規則に基づく

四半期決算短信に「 一本化」 さ れる と と も に，

第２ 四半期については， 四半期報告書に代えて

半期報告書の提出が求めら れる こ と と なる 。

改正法の施行に伴い， 2024（ 令和６ ） 年３ 月

27日，「 企業内容等の開示に関する 内閣府令等

の一部を 改正する 内閣府令」（ 令和６ 年内閣府

令第29号。 以下「 整備府令」 と いう 。） 等が公

布さ れた ほか， 企業会計審議会は「 四半期レ

ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基準への改訂に係る

意見書及び監査に関する 品質管理基準の改訂に

係る 意見書」（ 以下「 意見書」 と いう 。） の公表

を 行い， 四半期レ ビ ュ ー基準を 期中レ ビ ュ ー基

準に改訂する と と も に， 監査に関する 品質管理

基準の改訂（ 以下「 改訂品質管理基準」 と いう 。）

を 行っ た。

本稿は， こ れら の改訂等の経緯およ び内容に

ついて解説を 行う も のである が， 意見にわたる

部分については， 筆者ら の個人的見解である。

なお， 以下では， 改正前の金融商品取引法を

「 旧法」， 改正後の金融商品取引法を「 新法」，

整備府令によ る 改正後の企業内容等の開示に関

する 内閣府令を「 新開示府令」， 改正後の財務

諸表等の用語， 様式及び作成方法に関する規則

を 「 新財務諸表等規則」， 改正後の連結財務諸

表の用語， 様式及び作成方法に関する 規則を

「 新連結財務諸表規則」， 改正後の財務諸表等の

監査証明に関する 内閣府令を「 新監査証明府令」

と いう 。

Ⅰ　 監査人によるレビュ ーの基準

１ 　 背景・ 経緯

金融商品取引法に基づく 四半期報告書制度に

ついては， 金融審議会「 ディ スク ロ ージャ ーワ

ーキン グ・ グループ」 報告⑴において，

・ 　 法律上の四半期開示義務（ 第１ ・ 第３ 四半

期） を 廃止し て四半期決算短信に「 一本化」

する こ と ，

・ 　 上場企業は， 開示義務が残る 第２ 四半期報

告書を 金融商品取引法上の半期報告書と し て

提出し ， その半期報告書については， こ れま

でと 同様， 第２ 四半期報告書と 同程度の記載

内容と 監査人のレ ビュ ーを 求める こ と ，

・ 　 非上場企業は， 上場企業に義務づけら れる
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務諸表の作成にあたっ て適用さ れた会計の基準

に準拠し て作成さ れている かどう かについての

結論（ 以下「 準拠性に関する 結論」 と いう 。）

を 表明する こ と も ある が， こ の場合には， 財務

諸表が全体と し て適正に表示さ れている か否か

についての一歩離れて行う 評価は行われない⑷。

なお， 四半期レ ビ ュ ー基準では， 四半期財務諸

表についての適正性に関する結論の表明のみが

規定さ れている 。 こ のほか， 特定の利用者のニ

ーズを 満たすべく 特別の利用目的に適合し た会

計の基準に準拠し て 作成さ れた期中財務諸表

（ 以下「 特別目的の期中財務諸表⑸」 と いう 。）

に対し て結論を 表明する こ と も ある 。

こ う し たこ と から ， 企業会計審議会において

は， 四半期レ ビ ュ ー基準について， 新法におけ

る 中間財務諸表に対する レ ビュ ーに加えて， 一

本化後の四半期決算短信における レ ビ ュ ーも 含

め， 年度の財務諸表の監査を実施する 監査人が

行う 期中レ ビ ュ ーのすべてに共通する も のと す

る 方向で 改訂の検討を 進める こ と と し ， 2023

（ 令和５ ）年12月の公開草案に対する 意見募集⑹

を 経て， 2024（ 令和６ ） 年３ 月に四半期レ ビ ュ

ー基準の期中レ ビ ュ ー基準への改訂等を 行っ た。

２ 　 四半期レ ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基準へ

の主な改訂点と その考え方

今般の四半期レ ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基

準への改訂の概要は図表１ のと おり である 。 四

半期レ ビュ ー基準では， 旧法における 四半期財

務諸表に対する レ ビ ュ ーのみが対象であっ たが，

期中レ ビュ ー基準では， 年度の財務諸表の監査

を 実施する 監査人が行う 様々な期中レ ビ ュ ーを

対象にし ている 。 以下， 主な改訂点について解

説を 行う 。

⑴　 基準の名称変更， 用語の置き 換え

本改訂においては， 期中財務諸表の種類や結

論の表明の形式を 異にする レ ビ ュ ーも 含め， 年

度の財務諸表の監査を 実施する 監査人が行う 期

枠組みを 選択可能と する こ と ，

・ 　 速報性の観点等から ， 四半期決算短信につ

いては監査人によ る レ ビ ュ ー（ 以下「 一本化

後の四半期決算短信におけるレ ビ ュ ー」 と い

う 。） を 一律には義務づけず， 企業の判断に

委ねる こ と

などの方向性が示さ れたこ と を踏まえ， 金融商

品取引法の規定の見直し を 行い， 改正法が成立

し た。

こ う し たなか， 四半期開示の見直し に伴う 監

査人のレ ビ ュ ーに係る 必要な 対応について，

2023（ 令和５ ） 年４ 月に開催し た企業会計審議

会総会の議論を 踏まえ， 同年９ 月から ， 企業会

計審議会監査部会において審議を 開始し た。

（ 準拠性に関する 結論と 適正性に関する 結論の

異同）

年度の財務諸表の監査を 実施する 監査人が行

う 中間財務諸表その他の期中財務諸表（ 以下「 期

中財務諸表」 と いう 。） に対する レ ビ ュ ー（ 以

下「 期中レ ビ ュ ー」 と いう 。） については，種々

異なる 需要が想定さ れる と こ ろ である 。

たと えば， 幅広い利用者に共通する ニーズを

満たすべく 一般に公正妥当と 認めら れる 企業会

計の基準⑵に準拠し て作成さ れた期中財務諸表

（ 以下「 一般目的の期中財務諸表⑶」 と いう 。）

に対し て， 経営者が採用し た会計方針が企業会

計の基準に準拠し ， それが継続的に適用さ れて

いる かどう か， その会計方針の選択や適用方法

が会計事象や取引の実態を 適切に反映する も の

である かどう かに加え， 期中財務諸表における

表示が利用者に理解さ れる ために適切である か

どう かについて判断し た結論（ 以下「 適正性に

関する 結論」 と いう 。） を 表明する こ と がある。

こ の判断には， 期中財務諸表が表示のルールに

準拠し ているかどう かの評価と ， 期中財務諸表

の利用者が財政状態や経営成績等を 理解する に

あたっ て財務諸表が全体と し て適切に表示さ れ

ている か否かについての一歩離れて行う 評価が

含まれる 。 一方で， 期中財務諸表が当該期中財
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中レ ビュ ーのすべてに共通する も のと し て， 四

半期レ ビ ュ ー基準を 期中レ ビ ュ ー基準に名称変

更すると と も に， 基準の中で用いる 用語につい

ても ， たと えば，「 四半期財務諸表」 を 「 期中

財務諸表」に，「 四半期レ ビ ュ ー」を「 期中レ ビ ュ

ー」 に改める など， 用語の置き 換えを 行っ てい

る 。

⑵　 準拠性に関する 結論表明の導入や特別目的

の期中財務諸表に対する結論表明の位置づけ

の明確化

本改訂においては， 四半期レ ビ ュ ー基準で規

定し ている 適正性に関する結論の表明の形式に

加えて， 準拠性に関する 結論の表明の形式を期

中レ ビュ ー基準に導入し ， あわせて， レ ビ ュ ー

実務における 混乱や期中財務諸表利用者の誤解

等を 避ける ため， 特別目的の期中財務諸表に対

する 結論の表明の位置づけを 明確にする こ と と

し た。

その際には， 一般目的の期中財務諸表と 特別

目的の期中財務諸表のそれぞれについて適正性

に関する 結論の表明と 準拠性に関する 結論の表

明と があり う る こ と を 踏まえつつも ， 監査基準

の枠組みと の整合性にも 十分配意⑺し ， かつ，

四半期レ ビ ュ ー基準の趣旨を 踏まえ， 新法にお

ける中間財務諸表に対する レ ビ ュ ーのよう な一

般目的の期中財務諸表を 対象と し た適正性に関

する結論の表明を 基本⑻と する こ と と し た。

具体的には， 以下のと おり 改訂等を 行っ てい

る 。

①　 期中レ ビ ュ ーの目的の改訂

「 第一　 期中レ ビ ュ ーの目的」 において， 一

般目的の期中財務諸表または特別目的の期中財

務諸表を 対象と し た準拠性に関する 結論の表明

が可能である こ と を 明確にし た（ 第一　 期中レ

〔 図表１ 〕 四半期レ ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基準への改訂の概要
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③　 報告基準の改訂

「 第一　 期中レ ビ ュ ーの目的」 において， 適

正性に関する 結論に加えて準拠性に関する 結論

にかかる 記述を 付記し たこ と を 踏ま え，「 第三　

報告基準」 において， 適正性に関する 結論の表

明について特別の利用目的に適合し た会計の基

準によ り 作成さ れる 期中財務諸表の場合を 付記

する と と も に， こ れに加えて， 準拠性に関する

結論の表明について規定し ， 監査人が準拠性に

関する 結論を 表明する 場合には， 作成さ れた期

中財務諸表が， 当該期中財務諸表の作成にあ

たっ て適用さ れた会計の基準に準拠し て作成さ

れていないと 信じ さ せる 事項がすべての重要な

点において認めら れなかっ たかどう かについて

の結論を 表明し な ければな ら な いこ と と し た

（ 第三　 報告基準　 １ 項）。

なお， 準拠性に関する 結論の表明については，

別途の報告基準を 改めて規定する のではなく ，

適正性に関する 結論の表明を前提と し ている 報

告基準に準じ る こ と と し ている が， 特別目的の

期中財務諸表の利用者の誤解を 招かないよ う に

する ために，「 第三　 報告基準」 において， 特

別目的の期中財務諸表に対する 期中レ ビ ュ ーの

場合の追記情報を 規定し た（ 第三　 報告基準　 　

14項）。 すなわち ， 特別目的の期中財務諸表に

対する 期中レ ビ ュ ー報告書を作成する 場合には，

期中レ ビュ ー報告書に， 会計の基準， 期中財務

諸表の作成の目的およ び想定さ れる 主な利用者

の範囲を記載する と と も に， 期中財務諸表は特

別の利用目的に適合し た会計の基準に準拠し て

作成さ れており ， 他の目的には適合し ないこ と

がある 旨を 記載し なければなら ないこ と と し た。

また， 期中レ ビ ュ ー報告書が特定の者のみによ

る 利用を想定し ており ， 当該期中レ ビ ュ ー報告

書に配布または利用の制限を付すこ と が適切で

ある と 考える 場合には， その旨を 記載し なけれ

ばなら ないこ と と し た。

３ 　 監査における 不正リ スク 対応基準と の関係

期中レ ビ ュ ーについては， 年度監査と 同様の

ビ ュ ーの目的　 ２ 項）。

②　 実施基準の改訂

特別目的の期中財務諸表には多種多様な期中

財務諸表が想定さ れる こ と から ，「 第二　 実施

基準」 において， 監査人は， 特別目的の期中財

務諸表の期中レ ビ ュ ーを 行う にあたり ， 当該期

中財務諸表の作成の基準が受入可能かどう かに

ついて十分な検討を 行わなければなら ないこ と

を 明確にし た（ 第二　 実施基準　 ２ 項）。

なお，「 第二　 実施基準」 における 記述につ

いても ， 一般目的の期中財務諸表を 対象と し た

適正性に関する 結論の表明を 基本と し た記述と

し ている が， 監査部会での議論⑼を 踏まえ， 意

見書の「 前文」 において，

・ 　「 期中レ ビ ュ ーの実施にあたっ ては， 準拠

性に関する 結論の表明の場合であっ ても ， 適

正性に関する 結論の表明の場合と 同様に， 期

中レ ビ ュ ー手続を 実施し ， 結論の表明の基礎

と なる 証拠を 得なければなら ないこ と から ，

「 第二　 実施基準」 が当然に適用さ れる こ と

に留意が必要である 」 こ と ，

・ 　「 継続企業の前提に関する 手続についても ，

準拠性に関する 結論の表明の場合であっ ても ，

適正性に関する 結論の表明の場合と 同様であ

る 」 こ と ，

・ 　「 特別目的の期中財務諸表の期中レ ビ ュ ー

を 行う に当たっ ては， 当該期中財務諸表が特

別の利用目的に適合し た会計の基準に準拠し

て 作成さ れて いる こ と に留意する 必要があ

る 」 こ と

を 明確にする こ と と し た。

こ のほか，「 期中財務諸表に 対す る 期中レ

ビ ュ ーの結論を 表明する 場合のほか， 期中財務

諸表を 構成する 貸借対照表等の個別の財務表や

個別の財務諸表項目等に対する期中レ ビ ュ ーの

結論を 表明する 場合についても ， 期中レ ビ ュ ー

基準が適用さ れる 」 こ と も 明確にし ている 。
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合理的保証を 得る こ と を 目的と し ている も ので

はないこ と から ， 意見書の「 前文」 において，

「 監査にお け る 不正リ ス ク 対応基準は期中レ

ビ ュ ーには適用さ れない」 こ と を 明確にするこ

と と し た。

なお， 四半期レ ビ ュ ー基準に基づく 実務と 同

様に，「 期中レ ビ ュ ーの過程において， 期中財

務諸表に不正リ スク 対応基準に規定し ている不

正による 重要な虚偽の表示を 示唆する 状況を識

別し た場合等には， 監査人は， 必要に応じ て，

期中レ ビ ュ ー基準に従っ て， 追加的手続を 実施

する こ と になる 」 こ と も 明確にし た。

４ 　 監査に関する 品質管理基準の主な改訂点と

その考え方

監査に関する 品質管理基準は， 監査基準と 一

体と し て適用さ れる ほか， 中間監査， 四半期レ

ビ ュ ーおよ び内部統制監査について準用さ れ，

それ以外の監査事務所の業務については， 参照

さ れるこ と が望まし いと さ れてき た。

四半期レ ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基準への

改訂に伴い， 監査に関する品質管理基準の一部

の改訂を 行い， 期中レ ビ ュ ーについて監査に関

する 品質管理基準が準用さ れる よ う に改めるこ

と と し た。

Ⅱ　 監査人によるレビュ ーに関連

する整備府令

監査人によ る レ ビ ュ ーに関連する 整備府令の

主な改正点について， 解説を 行う 。

１ 　 中間（ 連結） 財務諸表に対する 期中レ ビュ

ーと 中間監査の区分等

新法では， 四半期報告書の提出義務が廃止さ

れたこ と に伴い， こ れまで四半期報告書提出会

社以外の有価証券報告書提出会社に義務づけて

いた半期報告書の提出を ， すべての有価証券報

告書提出会社に対し て義務づける こ と と し ， 提

出会社の種類に応じ ， 提出すべき 半期報告書の

記載内容について定めている ⑽。

新財務諸表等規則等では， 新法24条の５ 第１

項の表の１ 号の中欄に掲げる 事項を 記載し た半

期報告書に含まれる 中間（ 連結） 財務諸表を「 第

一種中間（ 連結） 財務諸表」（ 新財規１ ①二，

新連結財規１ ①二）， 新法24条の５ 第１ 項の表

の２ 号または３ 号の中欄に掲げる 事項を記載し

た半期報告書に含まれる 中間（ 連結） 財務諸表

を 「 第二種中間（ 連結） 財務諸表」（ 新財規１

①三， 新連結財規１ ①三） と し て区分し ている 。

上記区分を 受けて， 新監査証明府令において

も ，第一種中間（ 連結）財務諸表には期中レ ビ ュ

ー， 第二種中間（ 連結） 財務諸表には中間監査

を 行う こ と と し ， 期中レ ビ ュ ーを 要する 中間

（ 連結）財務諸表と 中間監査を 要する 中間（ 連結）

財務諸表を 区分し ている（ 新監査証明府令３ ①）。

また， 一般に公正妥当と 認めら れる 監査の基

準に該当する も のと し て規定さ れている企業会

計審議会が公表し た 基準のう ち，「 四半期レ

ビ ュ ー基準」 を 「 期中レ ビ ュ ー基準」 に改める

こ と と し た（ 新監査証明府令３ ④）。

２ 　 有価証券届出書において四半期に係る 財務

情報を 記載する 場合における 期中レ ビュ ーの

取扱い

今般の改正で四半期報告書の提出義務が廃止

さ れたこ と に伴い， 金融商品取引法の規定に基

づく 四半期財務諸表等は作成する 必要がな く

なっ たため， 新開示府令では， 有価証券届出書

において四半期財務諸表等の記載を 求めないこ

と と し た（ 新開示府令第２ 号様式等）。

一方で， 上場会社は， 引き 続き ， 取引所の定

める規則によ り 四半期に係る 財務情報を記載し

た四半期決算短信を 公表する 必要があり ， 資金

調達にあたっ て， 四半期に係る 財務情報を 記載

し た有価証券届出書を提出する 実務の継続を 望

む意見も ある こ と から ， 四半期に係る 財務情報

を 任意で有価証券届出書に記載でき る こ と と し

た。 そし て， 四半期に係る 財務情報を 有価証券

届出書に記載する 場合には， 期中レ ビ ュ ーの有
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無の記載を 求める こ と と し ， 期中レ ビ ュ ーが行

われている 場合には当該期中レ ビ ュ ーに係る 期

中レ ビ ュ ー報告書の添付を 求める こ と と し た

（ 開示ガイ ド ラ イ ン ５ －21－２ ）。

なお， 四半期決算短信に含まれる 四半期財務

諸表について監査人の期中レ ビュ ーを 受けてい

ない場合であっ ても ， 有価証券届出書を 提出す

る こ と を 目的と し て， 当該四半期財務諸表に対

し て， 監査人から 期中レ ビ ュ ーを 受ける こ と は

可能である が， 期中レ ビ ュ ー手続を 行う ために

は一定の時間を 要する ため， 監査人と の間で，

あら かじ め資金調達を 想定し たスケジュ ールの

共有等を 行う こ と が重要と なると 考えら れる ⑾。

Ⅲ　 一本化後の四半期決算短信に

おける期中レビュ ーの留意事項

１ 　 期中レ ビュ ー契約を 締結し ない場合の留意

事項

一本化後の四半期決算短信における レ ビ ュ ー

は一律には義務づけず， 企業の判断に委ねる こ

と と さ れている 。 こ う し たなか， 期中レ ビ ュ ー

契約の締結を行わず， 期中レ ビュ ー報告書の発

行も 求めら れないなかで， 企業から 期中レ ビ ュ

ー手続を 実施し てほし いと いう 要望が生じ た場

合， 期中レ ビュ ーの結論表明を目的と する 期中

レ ビ ュ ー手続に該当する よ う な手続は実施でき

ないこ と に留意する 必要がある。 こ の場合に実

施可能な手続は， 年度監査の一環と し て実施さ

れる 監査手続が考えら れる が， 企業と 監査人と

の間で十分にコ ミ ュ ニケーショ ン を 行う こ と が

重要である ⑿。

２ 　 後発事象に対する 期中レ ビュ ー手続

後発事象について は， 期中レ ビ ュ ー基準の

「 第二　 実施基準」 において，「 監査人は， 期中

財務諸表において修正又は開示すべき 後発事象

がある かどう かについて， 経営者に質問し なけ

ればなら ない」 と さ れている 。

取引所の規則等では， 重要な後発事象の注記

は企業の任意と さ れている ため， 四半期財務諸

表等において重要な開示後発事象の注記を 行わ

ないこ と を選択し た場合，監査人は期中レビュ ー

基準に従っ て準拠性に関する 結論を 表明する⒀

にあたっ て， 基本的には上記の質問以外の手続

を 実施する こ と は求めら れていない。 し かし ，

開示後発事象がないこ と によっ て， 財務諸表の

利用者の誤解を 招く と 監査人が判断する よ う な

重大な場合⒁には， 経営者に伝達し 協議し たう

えで， 期中レ ビ ュ ー報告書において， その他の

事項と し て記載する かどう かを 検討する こ と に

留意する必要がある 。

Ⅳ　 施行時期・ 適用時期等

新法では， 四半期報告書等に関する 規定は，

2024（ 令和６ ） 年４ 月１ 日を施行日と し ている

（ 改正法附則１ 三） が， 次の経過措置が設けら

れている。

四半期報告書の提出義務は， 施行日から 廃止

さ れる が， 施行日前に開始し た四半期について

は， 施行日以後も ， 引き 続き 旧法の規定に基づ

く 四半期報告書の提出義務を負う （ 改正法附則

２ ①）。

また， 新法の規定に基づく 半期報告書は， 施

行日以後に開始する 事業年度から 提出が義務づ

けら れる （ 改正法附則３ ①）。 そし て， 施行日

前に事業年度が開始する 四半期報告書提出会社

については， 旧法の規定が適用さ れる こ と から ，

当該事業年度に係る 半期報告書の提出は求めら

れない。

し かし ， こ のよ う な四半期報告書提出会社の

う ち ， 施行日前に事業年度が開始し ， かつ， 施

行日以後に第２ 四半期が開始する 会社（ 12月決

算会社， １ 月決算会社およ び２ 月決算会社） に

ついては， 施行日を 含む事業年度から ， 半期報

告書を 提出する 必要がある（ 改正法附則３ ②） ⒂。

期中レ ビ ュ ー基準およ び改訂品質管理基準は，

上記と 同様に， 2024年４ 月１ 日以後開始する 期

中財務諸表に係る 会計期間の期中財務諸表に対
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する 期中レ ビ ュ ーから 適用する 。

こ れにかかわら ず， 改正法附則３ 条２ 項に規

定する， 新法24条の５ 第１ 項の表の１ 号の中欄

に掲げる 事項を 記載し た半期報告書に含まれる

中間財務諸表の期中レ ビ ュ ーについては， 期中

レ ビ ュ ー基準およ び改訂品質管理基準を 適用す

る 。

なお， 各決算期における四半期報告書提出会

社の施行時期は， 図表２ のと おり であり ， 新法

に基づく 開示に係る 期中レ ビ ュ ーや， 施行後に

開始する 一本化後の四半期決算短信におけるレ

ビ ュ ーには， 期中レ ビ ュ ー基準が適用さ れるこ

と になる 。

《 お わ り に》

期中レ ビ ュ ー基準では， 新法における 中間財

務諸表に対する レ ビ ュ ーに加えて， 一本化後の

四半期決算短信における レ ビ ュ ーも 含めて， 年

度の監査人が行う 期中レ ビ ュ ーのすべてを対象

にする こ と で， 期中レ ビュ ーが一般に公正妥当

と 認めら れる 監査の基準に従っ て実施さ れる こ

と が明確になり ， 監査人によ る レ ビ ュ ーや開示

情報の信頼性の確保につながっ ていく こ と が考

えら れる 。

金融庁においては， 金融商品取引法上の四半

期報告書を 廃止し ， 取引所の規則に基づく 四半

期決算短信へ一本化するにあたっ て， 東京証券

取引所や日本公認会計士協会等と 連携し ながら ，

投資家に必要な情報が提供さ れる ための環境整

備およ び制度の円滑な移行に資する 環境整備を

進めていく 。

なお， 一本化後の四半期決算短信における レ

ビ ュ ーについては， 取引所の規則等によ り ， 原

則任意と さ れており ， 準拠性に関する 結論が導

入さ れる こ と と あわせて， 企業会計審議会の議

論においても ， たと えば， 開示情報に対する 信

〔 図表２ 〕 各決算期における 適用時期（ 四半期報告書提出会社）

１ 月 ２ 月 ３ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月10月 11月 12月 10月 11月 12月

2023年

３ 月決算

４ 月決算

旧法第24条の４ の７ 第１ 項に
基づく 開示義務を負う 四半期

新法第24条の５ 第１ 項に基づ
く 開示義務を 負う 四半期

法定の開示義務がない四半期

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書四半期報告書（ ３ Ｑ ）

四半期報告書（ ３ Ｑ ）

四半期報告書（ ３ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ３ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ３ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ３ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ １ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則３ 条２ 項

半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則３ 条２ 項

半期報告書（ ２ Ｑ ）
※ 改正法附則３ 条２ 項

四半期報告書（ １ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ １ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書廃止
※ 改正法附則２ 条１ 項

四半期報告書（ １ Ｑ ）
※ 改正法附則２ 条１ 項

有価証券報告書

有価証券報告書

有価証券報告書

2024年4/1施行 2025年

５ 月決算

６ 月決算

７ 月決算

１ 月決算

２ 月決算

８ 月決算

９ 月決算

10月決算

11月決算

12月決算

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法へ移行

※ 新法
へ移行
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頼性の程度は下がる のではないか， 監査証明業

務そのも のの重要性を 低下さ せる のではないか

などと いっ た懸念する 意見があっ た。

こ の点について， 取引所の規則等において，

会計不正等によ り ， 財務諸表の信頼性確保が必

要と 考えら れる 場合は期中レ ビュ ーが義務づけ

ら れる こ と と さ れている 。

また， 一本化後の四半期決算短信における レ

ビ ュ ーは， 一律には義務づけず， 企業の判断に

委ねる こ と と さ れた。 今後の企業によ る 開示情

報の速報性と 信頼性のバラ ン スを 確保し た取組

みにも 期待し たい。

監査証明業務は， 財務諸表の信頼性を 確保す

る う えで欠かすこ と のでき ない重要なも のであ

り ， 金融庁と し ても ， その重要性について， 引

き 続き 様々な利害関係者の理解を 促し てまいり

たい。

（ 注）

⑴　 金融審議会「 ディ スク ロ ージャ ーワーキン

グ・ グループ 」 報告の公表について （ 2022年

６ 月13日 公 表： https://w w w .fsa.go.jp/sing i/

sing i_ k inyu/tosin/20220613.htm l， 2022年12月

27日公表： https://w w w .fsa.go.jp/sing i/sing i_

k inyu/tosin/20221227.htm l）

⑵　 期中レ ビ ュ ー基準における 「 一般に公正妥

当と 認めら れる 企業会計の基準」 は， 財務諸

表等規則およ び連結財務諸表規則に基づき 金

融庁長官が一般に公正妥当と 認めら れる 企業

会計の基準に該当する も のと し て告示指定し

た企業会計の基準に限ら れる も のではなく ，

わが国において一般に公正妥当と 認めら れる

企業会計の基準と し て実務の中で取り 扱われ

る 企業会計の基準も 含ま れる も のと 考えら れ

る。

　 　 なお， 企業会計基準委員会が策定し た四半

期会計基準については， 財務諸表等規則およ

び連結財務諸表規則に基づき 金融庁長官が一

般に公正妥当と 認めら れる 企業会計の基準に

該当する も のと し て告示指定し た企業会計の

基準の対象から の除外と いう 事実のみを も っ

て， わが国において一般に公正妥当と 認めら

れる 企業会計の基準と し て実務の中で取り 扱

われなく なる こ と は想定さ れていない。（「『 連

結財務諸表の用語， 様式及び作成方法に関す

る 規則に規定する 金融庁長官が定める 企業会

計の基準を 指定する 件』 等の一部改正案に対

する パブ リ ッ ク コ メ ン ト の概要及びコ メ ン ト

に対する 金融庁の考え方」（ 2024年３ 月29日公

表） No.1-4）

　 　 ま た， 企業会計基準委員会が公表し た「 企

業会計基準第33号『 中間財務諸表に関する 会

計基準』 等の公表」 において，「 金融商品取引

法上は四半期報告書制度が廃止さ れる が， 上

場会社においては引き 続き 取引所規則に基づ

き 第１ ・ 第３ 四半期決算短信の報告が行われ

る ため， 今後， 期中財務諸表に関する 会計基

準等の開発が行われる ま での間， 四半期会計

基準等は適用を 終了し ないこ と を 予定し てい

る 」 と さ れており ， こ の点にも 留意が必要で

ある。

⑶　 新法における 中間財務諸表は， 一般目的の

期中財務諸表と し て位置づけら れる 。 ま た，

一本化後の四半期決算短信に含まれる 四半期

財務諸表等は， パブ リ ッ ク コ メ ン ト を 通じ て

策定さ れた取引所の規則等を 介し て， 実質的

には「 一般に公正妥当と 認めら れる 企業会計

の基準」 に準拠し て作成し ， 一般投資家向け

に開示さ れている も のである と さ れている こ

と から ， 一般目的の期中財務諸表である と 考

えら れている。

　 　 なお， 2024年３ 月12日開催の企業会計審議

会総会において， 堀江監査部会長よ り 「 改正

後の金融商品取引法上の中間財務諸表は一般

目的の期中財務諸表と し て位置づけら れ， 一

本化後の四半期決算短信に含ま れる 四半期財

務諸表等も ， あく ま でも 一般目的の期中財務

諸表と し て 整理さ れる も のと 承知し て いる 」

旨の発言があっ た。

　 　 ま た， 日本公認会計士協会「 期中レ ビ ュ ー

基準報告書第２ 号実務ガイ ダン ス第１ 号　 東

京証券取引所の有価証券上場規程に定める 四

半期財務諸表等に対する 期中レ ビ ュ ーに関す
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る Ｑ ＆Ａ（ 実務ガイ ダンス）」（ 以下「 期中レ ビュ

ーに関する Ｑ ＆Ａ 」 と いう 。） においても ，「 第

１ ・ 第３ 四半期財務諸表等は，（ 中略） 一般目

的の財務報告の枠組みと なる。」 と さ れている。

⑷　 準拠性に関する 結論を 表明する にあたっ て，

監査人は， 経営者が採用し た会計方針が， 会

計の基準に準拠し て継続的に適用さ れている

かど う か， 期中財務諸表が表示のルールに準

拠し ている かど う かについて形式的に確認す

る だけではなく ， 当該会計方針の選択およ び

適用方法が適切である かど う かについて， 会

計事象や取引の実態に照ら し て判断し なけれ

ばなら ないこ と にも 留意が必要である。

⑸　 こ れま での実務における 特別目的の期中財

務諸表の一例と し て， 上場会社等でない生命

保険会社が四半期報告モデル（ 生命保険協会

が作成し たモデルで， 四半期連結財務諸表規

則の注記の一部を 省略し たも の） に準拠し て

任意に作成し た四半期財務諸表など が挙げら

れる。

⑹　 公開草案に つ い て， 2023年12月21日から

2024年１ 月24日までの間， パブ リ ッ ク コ メ ン

ト 手続が行われた。 その結果， 公開草案につ

いては， ４ の個人およ び団体から 延べ９ 件の

意見が提出さ れた。 企業会計審議会において，

寄せら れた意見を 踏ま え公開草案から 字句修

正を行い， 改訂・ 公表を行っ た（ https://w w w . 

fsa.g o.jp/new s/r5/sonota/20240327-2/202403 

27.htm l）。

⑺　 四半期レ ビ ュ ー基準の期中レ ビ ュ ー基準へ

の改訂にあたっ ては， 2014（ 平成26） 年改訂

監査基準を 参考に し た（ https://w w w .fsa.go.

jp/new s/25/sonota/20140225-2.htm l）。

⑻　 期中レ ビ ュ ー基準における 記述についても ，

一般目的の期中財務諸表を 対象と し た適正性

に関する 結論の表明を 基本と し た記述にする

こ と と し つつ， 一般目的の期中財務諸表ま た

は特別目的の期中財務諸表を 対象と し た準拠

性に関する 結論の表明が可能である こ と を 付

記する こ と と し た（ 四半期レ ビ ュ ー基準の期

中レ ビ ュ ー基準への改訂及び監査に関する 品

質管理基準の改訂について（ 公開草案） に対

する コ メ ン ト の概要及びコ メ ン ト に対する 考

え方（ 2024年３ 月27日公表） No.6-8）。

⑼　 第54回監査部会（ 2023年９ 月５ 日開催） お

よ び第55回監査部会（ 2023年12月５ 日開催）

において， 委員等から 「 一本化後の四半期決

算短信でも ， 継続企業の前提に関する 注記の

開示を 求める こ と と さ れている が， 監査人に

継続企業の前提の対応を 求める のに準拠性に

関する 結論で良いのか」，「 準拠性を 想定し た

よ う な実施手続になっ ていない」，「 一般に公

正妥当と 認めら れる 企業会計の基準以外の会

計基準， 財務報告に準拠する ケースを 想定し

た実施手続と なっ ていない」 等と の意見があっ

た。

⑽　 新法では， 上場会社等について， 事業年度

開始後６ 月間の当該会社の属する 企業集団の

経理の状況その他の公益ま たは投資者保護の

ため必要かつ適当なも のと し て内閣府令で定

める 事項（ 以下「 半期報告書共通記載事項」

と いう 。） を 記載し た半期報告書を， 半期経過

後45日以内の政令で定める 期間内に提出し な

ければなら ないこ と と し ている （ 新法24の５

①の表の一）。

　 　 ま た， 上場会社等のう ち 特定事業会社につ

いて， 事業年度開始後６ 月間の半期報告書共

通記載事項に加え， 当該会社に係る こ れと 同

様の事項と し て内閣府令で定める 事項を 記載

し た半期報告書を ， 半期経過後60日以内の政

令で定める 期間内に提出し なければなら ない

こ と と し ている（ 新法24の５ ①の表の二）。

　 　 さ ら に， 上場会社等以外の有価証券報告書

提出会社（ 非上場会社） については， 事業年

度開始後６ 月間の半期報告書共通記載事項に

加え， 当該会社に係る こ れと 同様の事項およ

びこ れら を 補足する 事項と し て内閣府令で定

める 事項を 記載し た半期報告書を ， 半期経過

後３ 月以内に提出し なければなら ないこ と と

し ている（ 新法24の５ ①の表の三）。

⑾　「 令和５ 年金融商品取引法等改正に係る 政

令・ 内閣府令案に対する パブ リ ッ ク コ メ ン ト

の概要及びコ メ ン ト に対する 金融庁の考え方」

（ 2024年３ 月27日公表） No.18-20， 32
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⑿ 日本公認会計士協会「 第１ ・ 第３ 四半期決

算短信に添付さ れる 四半期財務諸表等に対す

る 期中レ ビ ュ ー契約を 締結し ない場合の留意

事項（ お知ら せ）」（ 2024年４ 月５ 日公表）

⒀ 四半期決算短信に含ま れる 四半期財務諸表

等は， 有価証券上場規程等に基づき ， 企業会

計基準第12号「 四半期財務諸表に関する 会計

基準」 およ び財務諸表等規則に準拠し て作成

さ れる こ と になる （ 有価証券上場規程施行規

則別添９ 四半期財務諸表等の作成基準４ 参照）。

四半期財務諸表等の作成基準４ 条１ 項では，

企業会計基準第 12号「 四半期財務諸表に関す

る 会計基準」 およ び財務諸表等規則に準拠し

て作成する こ と が要求さ れており ， 適正性に

関する 結論の表明が想定さ れる 一方で， 同４

条２ 項では， 同１ 項の記載の一部の省略が認

めら れている 等のため， 準拠性に関する 結論

の表明が想定さ れる。

⒁ たと えば， 会社が存続でき なく なる よ う な

状況に陥っ ている が， 会社が当該状況を 開示

後発事象と し て注記し ておら ず， 監査人が財

務諸表の利用者の誤解を 招く と 判断する よ う

な重大な場合が挙げら れる （ 日本公認会計士

協会の期中レ ビュ ーに関する Q& A  Q５ 後発事

象）。

⒂ こ のよ う な会社は， 第２ 四半期が施行日以

後に開始する こ と から ， 第２ 四半期に係る 四

半期報告書の提出義務を 負わない（ 改正法附

則２ ①参照） ため， 半期報告書の提出を 義務

づけないと ，施行日以後の最初の第２ 四半期に，

四半期報告書・ 半期報告書のいずれも 提出さ

れないこ と になり ， 投資家に対する 情報提供

の観点から 問題がある 事態と なる 。 そのため，

こ のよ う な会社については， 例外的に， 施行

日を 含む事業年度から ， 半期報告書の提出を

求めるこ と と し たも のである。
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